
藤沢市告示第１５０号 

 
藤沢市国民健康保険条例（昭和２９年６月条例第１９号）第１３条第１項、

第１４条第１項、第１４条の２の４第１項、第１４条の２の９第１項、第１４

条の５第１項、第１４条の６第１項、第１４条の６の５第１項及び第１４条の

６の６第１項の規定に基づき、令和８年度藤沢市国民健康保険の保険料率を次

のとおり定めたので、同条例第１３条第３項、第１４条の２の４第３項、第１

４条の５第３項及び第１４条の６の５第３項の規定により告示する。 

 
２０２６年（令和８年） ５月１４日 

 
藤 沢 市 長     

                                     鈴  木  恒  夫 

 
１ 基礎賦課額の保険料率 
 （１）所得割                   １００分の６．９９ 
 （２）被保険者均等割                 ３０，２４０円 
 （３）世帯別平等割 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯        １５，９６０円 
   イ 特定世帯                    ７，９８０円 
   ウ 特定継続世帯                 １１，９７０円 
 （４）賦課限度額                  ６７０，０００円 
２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 
 （１）所得割                   １００分の２．９９ 
 （２）被保険者均等割                 １２，７２０円 
 （３）世帯別平等割 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ６，７２０円 
   イ 特定世帯                    ３，３６０円 
   ウ 特定継続世帯                  ５，０４０円 
（４）賦課限度額                  ２６０，０００円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 
 （１）所得割                   １００分の２．５７ 
 （２）被保険者均等割                 １２，１２０円 
 （３）世帯別平等割                   ４，９２０円 
 （４）賦課限度額                  １７０，０００円 
４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 
 （１）所得割                   １００分の０．３０ 
 （２）被保険者均等割                  １，３２０円 
 （３）１８歳以上被保険者均等割                ７２円 



（４）世帯別平等割                    
ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯         ７２０円 

   イ 特定世帯                      ３６０円 
   ウ 特定継続世帯                    ５４０円 
（５）賦課限度額                   ３０，０００円 

 


